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新
潟
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

を
こ

こ
に

公
布

す
る

。
 

平
成
2
9
年
３
月
2
8
日
 

新
潟
県
知
事
 
 

米
 

山
 

 
隆

 
一

 

新
潟
県
規
則
第
1
9
号
 

新
潟
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る

規
則
 

第
１
条
 

新
潟
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
（
昭
和
4
7
年

新
潟
県

規
則

第
6
3
号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

次
の
表
の
改
正
後
の
欄
中
条
の
表
示
に
下
線
が
引
か

れ
た

条
（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
追

加
条

」
と

い
う

｡
)を

加
え

る
。
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
中
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
（

以
下

こ
の
条

に
お

い
て

「
改

正
部

分
」

と
い

う
｡
)
に

対
応
す

る
同

表
の
改
正
後
の
欄
中
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
（

条
の

表
示

及
び

追
加

条
を

除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
後
部
分
」
と
い
う

｡
)
が

存
在

す
る

場
合

に
は

当
該

改
正

部
分

を
当

該
改

正
後

部
分

に
改
め
、
改
正
部
分
に
対
応
す
る
改
正
後
部
分
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は

当
該

改
正
部
分
を
削
る
。
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
の
表
中
太
線
で
囲
ま
れ
た
部

分
（

以
下
こ

の
条

に
お

い
て

「
改

正
表

」
と

い
う

｡
)
に

対
応

す
る

次
の
表
の
改
正
後
の
欄
の
表
中
太
線
で
囲
ま
れ

た
部

分
（

以
下

こ
の

条
に

お

い
て
「
改
正
後
表
」
と
い
う
｡
)が

存
在
す
る
場
合
に

は
当

該
改
正

表
を

当
該

改
正

後
表

に
改

め
、
改

正
表

に
対
応

す
る

改
正

後
表
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
当
該
改
正
表
を
削
り
、
改
正
後
表
に

対
応

す
る
改
正
表
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
当
該
改
正
後
表

を
加

え
る

。
 

改
正

後
 

改
正

前
 

目
次
 

 
第
１
章
 
（
略
）
 

 
第
２
章
 
普
通
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
（
第
４
条

―
第

2
6
条
の

２
）

 

 
第
３
章
～
第
６
章
 

（
略
）
 

 
附
則
 

 第
2
6
条

 
（

略
）
 

 

（
実
施
に
関
す
る
細
則
）
 

第
2
6
条
の

２
 

こ
の
章
に

定
め

る
も
の
の

ほ
か

、
普
通

課
程

の
普

通
職

業
訓

練
の

実
施

に
関

し

必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
 

 

（
入
校
の
許
可
等
）
 

第
3
0
条

 
（

略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
前
条

第
２

項
の
在
職

者
訓

練
受
講
申

込
書

の
提
出

が
あ

つ
た

場
合

に
お

い
て

、
訓

練
を

受

け
よ
う
と

す
る

者
の
総
数

が
当

該
訓
練
の

訓
練

定
員

に
満

た
な

い
と

き
は

、
校

長
は

、
当

該

訓
練
を
実

施
し

な
い
こ
と

が
で

き
る
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

校
長

は
、

当
該

訓
練

を
実

施

し
な
い
旨
を
当
該
訓
練
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。
 

目
次

 

 
第

１
章

 
（
略

）
 

 
第

２
章

 
普
通

課
程

の
普
通
職
業
訓
練
（
第
４
条
―
第
2
6
条
）
 

 
第

３
章

～
第
６

章
 
（

略
）
 

 
附

則
 

 第
2
6
条

 
（

略
）

 

     

（
入

校
の

許
可
等

）
 

第
3
0
条

 
（

略
）

 

２
 
（

略
）
 

３
 
前

条
第

３
項

の
在

職
者
訓

練
受
講
申

込
書

の
提
出
が

あ
つ

た
場
合
に

お
い

て
、
訓
練

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
の

総
数

が
当
該

訓
練
の

訓
練
定

員
に
満

た
な
い

と
き
は

、
校
長

は
、
当

該

訓
練

を
実

施
し

な
い

こ
と

が
で
き

る
。
こ

の
場
合

に
お
い

て
、
校

長
は
、

当
該
訓

練
を
実

施

し
な

い
旨

を
当
該

訓
練

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 



3
 

 

（
寄
宿
料
）
 

第
4
3
条
 

条
例

第
1
8
条
第

１
項

の
規
則
で

定
め

る
額
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 
新
潟
県
立
新
潟
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
寄
宿
舎
 
3
,
0
3
0
円
 

(
2
)
 
新

潟
県
立
魚
沼
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
寄
宿
舎
 
1
,
6
3
0
円
 

 別
表
第
１

（
第
４
条
の
２
関
係
）
 

訓
 
練
 

科
 

訓
練

の

対
象

と

な
る

技

能
及

び

こ
れ

に

関
す

る

知
識

の

範
囲
 

教
 
 
 
科
 

訓
練

期
間

及
び

訓
練

時
間

（
単

位
は

時
間

と
す

る
。
）

設
 

 
 

備
 

訓
練
系
 

専
攻
科

種
 
別

名
 
称

（
略
）
 

               

 

（
寄

宿
料

）
 

第
4
3
条

 
条

例
第

1
8
条

第
１
項

の
規
則
で

定
め

る
額
は
、

次
の

各
号
に
掲

げ
る

区
分
に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定
め

る
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 
新

潟
県

立
新

潟
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
寄
宿
舎
 
3
,
5
5
0
円
 

(
2
)
 
新

潟
県

立
魚

沼
テ

ク
ノ
ス
ク
ー
ル
寄
宿
舎
 
2
,
2
0
0
円
 

 別
表

第
１
（

第
４

条
の

２
関
係
）
 

訓
 
練

 
科
 

訓
練

の

対
象

と

な
る

技

能
及

び

こ
れ

に

関
す

る

知
識

の

範
囲
 

教
 
 
 
科
 

訓
練

期
間

及
び

訓
練

時
間
（
単
位

は
時

間
と

す
る
。
）
 

設
 
 
 
備
 

訓
練

系
 
専

攻
科

種
 
別

名
 
称
 

（
略

）
 

オ
フ

ィ

ス
ビ

ジ

ネ
ス

系
 

ビ
ジ

ネ

ス
ス

タ

ッ
フ

科

（
Ｏ

Ａ

事
務

科
）

 

 
 

訓
練
期
間

１
年

訓
練
時
間

 
総
時
間

1
,
4
0
0

建
物

そ

の
他

の

工
作
物

教
室
 

実
習
場
 

機
械
 

事
務

用

機
器
類
 

情
報

処

理
用

機

器
類
 

そ
の
他

器
具

及

び
用

具

類
 

計
測

器

類
 

教
材
類
 

一
般
的

１
 
系
基
礎
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な
事
務

及
び
Ｏ

Ａ
機
器

の
操
作

に
お
け

る
基
礎

的
な
技

能
及
び

こ
れ
に

関
す
る

知
識
 

(
1
)
 
学
科
 

ア
 
事
務
一
般

イ
 
Ｏ
Ａ
機
器

ウ
 
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ
ン

概
論
 

エ
 
応
接
法
 

オ
 
安
全
衛
生

(
2
)
 
実
技
 

ア
 
事
務
処
理

基
本
実
習
 

イ
 
Ｏ
Ａ
機
器

操
作
基

本
実

習
 

ウ
 
応
接
実
習

エ
 
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ
ン

実
習
 

オ
 
安
全
衛
生

作
業
法
 

2
0
0

2
3
0

Ｏ
Ａ
機

器
の
操

作
及
び

Ｏ
Ａ
事

務
に
お

け
る
技

能
及
び

こ
れ
に

関
す
る

知
識
 

２
 
専
攻
 

(
1
)
 
学
科
 

ア
 
文
書
実
務

イ
 
簿
記
及
び

会
計
 

ウ
 
Ｏ
Ａ
機
器

操
作
法
 

エ
 
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン

概
論
 

(
2
)
 
実
技
 

ア
 
簿
記
及
び

2
1
0

3
2
0
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      （
略
）
 

 別
表
第
２

（
第
2
7
条
の
２
関
係
）
 

 
(
1
)
 
管
理
監
督
者
コ
ー
ス
の
短
期
課
程
の
普
通
職
業

訓
練
 

 
（
略
）
 

 
(
2
)
 
短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
（
前
号
に
係
る
も

の
を

除
く

｡
)
 

訓
 
練
 

科
 

訓
練

の

対
象

と

な
る

技

能
及

び

こ
れ

に

関
す

る

知
識

の

範
囲
 

教
 
 
 
科
 

訓
練

期
間

及
び

訓
練

時
間
（

単
位

は
時

間
と

す
る

。
）

 

設
 

 
 

備
 

種
 
別

名
 
称

（
略
）
 

溶
接
科
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
（

略
）

ビ
ジ
ネ
ス
ス
タ
ッ

フ
科
（
Ｏ
Ａ
事
務

科
）
 

 
 

訓
練

期
間

１
年

訓
練

時
間

 
総

時
間

1
,
4
0
0

建
物

そ

の
他

の

工
作

物

教
室

 

実
習

場

機
械

 
事

務
用

機
器

類

情
報

処

理
用

機

器
類

 

そ
の

他
器

具
及

び
用

具

会
計
実
習
 

イ
 
Ｏ
Ａ
機
器

操
作
実
習
 

ウ
 

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ
ン

実
習
 

（
略

）
 

 別
表

第
２
（

第
2
7
条

の
２

関
係
）
 

 
(
1
)
 
管

理
監
督

者
コ

ー
ス
の
短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
 

 
（

略
）

 

 
(
2
)
 
短

期
課
程

の
普

通
職
業
訓
練
（
前
号
に
係
る
も
の
を
除
く
｡
)
 

訓
 
練

 
科
 

訓
練

の

対
象

と

な
る

技

能
及

び

こ
れ

に

関
す

る

知
識

の

範
囲
 

教
 
 
 
科
 

訓
練

期
間

及
び

訓
練

時
間
（
単
位

は
時

間
と

す
る
。
）
 

設
 
 
 
備
 

種
 
別

名
 
称
 

（
略

）
 

溶
接

科
 

（
略
）

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）

（
略
）
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類
 

計
測

器

類
 

教
材

類

事
務

及

び
Ｏ

Ａ

機
器

の

操
作

に

お
け

る

技
能

及

び
こ

れ

に
関

す

る
知
識
 

１
 

学
科
 

(
1
)
 
事
務
一

般
 

(
2
)
 
文
書
実

務
 

(
3
)
 
簿

記
及

び
会

計
 

(
4
)
 
Ｏ
Ａ
機

器
 

(
5
)
 
Ｏ

Ａ
機

器
操

作
法
 

(
6
)
 
安
全
衛

生
 

２
 

実
技
 

(
1
)
 
事

務
処

理
基

本
実
習
 

(
2
)
 
簿

記
及

び
会

計
実
習
 

(
3
)
 
Ｏ

Ａ
機

器
操

作
実
習
 

(
4
)
 
応
接
実

習
 

(
5
)
 
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン

実
習

(
6
)
 
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ
ョ
ン

実
習

(
7
)
 
安

全
衛

生
作

業
法
 

2
0
0

3
0
0

 
 

 別
記
 

第
１
号
様
式

（
第
６
条
関
係
）
 

入
校
願
書
 

 
（
略
）
 

                            別
記

 

第
１

号
様

式
（
第

６
条

関
係
）
 

入
校
願
書
 

 
（

略
）
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（
略
）
 

※
 

取
扱

公
共

職
業

安
定
所
 

 
 

公
共

職
業

安
定
所
 

担
当

者
氏

名
 

受
講

あ
つ

せ
ん
区

分
（

見
込

）
 

新
潟
県
収
入
証
紙
貼
付
欄
 

 
注
 
１
・
２
 

（
略
）
 

 
 
 
３

 
写

真
は
、
願

書
提

出
日
前
６

月
以

内
に
撮

影
し

た
無

帽
、

正
面

、
上

三
分

身
、

無

背
景
の
縦
4
.
5
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
横
3
.
5
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

で
、

そ
の

裏
面

に
氏

名

及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
を
貼
り

付
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 第
２
号
様
式

（
第
６
条
、
第
2
9条

関
係
）
 入
校
申
込
書
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
第

２
希

望

（
希

望
の

あ
る
場

合
の

み
記

入
）

 

 職
歴
 

（
最
近
の
も
の
か
ら
順
に
記
入
）
 

  

 

 

（
略
）
 

 
受

講
あ

つ
せ

ん
区

分
（

見
込

）
受
講
指
示
・
受
講
推
薦
・
支
援
指
示

そ
の
他
（
優
先
枠
、
訓
練
手
当
等

）
 

 
注

 
１

 
（
略
）
 

   
 
 
２

 
写

真
は
、
申

込
書

提
出
日
前

６
月

以
内
に

撮
影

し
た

無
帽

、
正

面
、

上
三

分
身

、

無
背
景
の
縦
4
.
5
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
3
.
5
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

で
、

そ
の

裏
面

に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
を

貼
り
付

け
て

く
だ

さ
い

。
 

（
略

）
 

取
扱

公
共

職
業

安
定

所
名

 

※
 

公
共
職
業
安
定
所
 

新
潟

県
収

入
証
紙

は
り
付
け
欄
 

 
注

 
１

・
２
 
（

略
）

 

 
 

 
３

 
写

真
は

、
願

書
提

出
日
前
６

月
以

内
に
撮
影

し
た

無
帽
、
正

面
、

上
三
分
身

、
無

背
景

の
縦

4
.
5
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
横
3
.
5
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

で
、
そ
の
裏
面

に
氏
名

及
び

撮
影

年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
を
は
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。
 

 第
２

号
様

式
（
第

６
条

、
第
2
9条

関
係
）
 入
校
申
込
書
 

 
（

略
）

 

（
略

）
 

 
第

２
希

望

 

 

 職
歴

 

  

 

 

（
略

）
 

 
そ

の
他

 

 
注

 
１

 
（
略

）
 

 
 

 
２

 
第
２

希
望

の
欄
は
、
第
２
希
望
の
あ
る
場
合
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 

 
３

 
職
歴

の
欄

は
、
最
近
の
も
の
か
ら
順
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 

 
４

 
写

真
は

、
申

込
書

提
出
日
前

６
月

以
内
に
撮

影
し

た
無
帽
、

正
面

、
上
三
分

身
、

無
背

景
の

縦
4
.5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
3
.
5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及

び
撮

影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
を
は
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。
 

第
２
条

 
新

潟
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

別
記
第
５
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第５号様式（第29条、第37条関係）

新潟県立　　　　　テクノスクール校長　様　　

「２　受講者」を選択した場合、所属事業所への連絡　　　可　　・　　不可

                  １　所属事業所　　　　・　　　　２　受講者

　　１　（１～29人）　　　　　２　（30～99人）　　　　　３　（100～299人）
　
　　４　（300～499人）　　　　５　（500～999人）　　　　６　（1,000人以上）

事 業 所 所 在 地

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（　　　）　　　－　　

　　　　　　　　　１　所属事業所　　　　・　　　　２　受講者
　　　　　　　　　　（連絡担当者氏名：　　　　　）

事 業 所 の 規 模

当 校 か ら の
連 絡 先

所 属 事 業 所 名

職 務 内 容
受講訓練科に関する
実 務 経 験 年 数

年　

現 住 所

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（　　　）　　　－

　　 年　　　月　　　日

（　　　　歳）

生 年 月 日

受 講 料 納 入 者

在　職　者　訓　練　受　講　申　込　書

　　年　　月　　日

訓 練 科                                                                           科

（ ふ り が な ）

氏 名
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附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
規
則
は
、
平
成
2
9
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る

。
 

 
（
経
過
措
置
）
 

２
 
改

正
後
の
第
4
3
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行

の
日

以
後

に
お

け
る

寄
宿

に
係

る
寄

宿
料

に
つ

い
て

適
用

し
、

同
日

前
の
寄
宿
に
係
る
寄
宿
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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